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★ この「手引き」で使用した用語の意義は、次の表のとおりです。

使用した用語 法 令 名 提要

給 与 条 例 職員の給与に関する条例 3-06-1

（昭和２６年福島県条例第９号）

給 与 規 則 職員の給与の支給に関する規則 3-06-2

（昭和３５年福島県人事委員会規則第７号） ～4

運 用 基 準 単身赴任手当の支給に関する運用基準 3-06-5

（平成２年３月２２日付け２教総第１５２号） ～12

市町村給与条例 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例

（昭和３１年福島県条例第５６号）

※ 提要：教職員の給与事務提要
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Ⅰ 単身赴任手当の概要

１ 支給の趣旨

職員の単身赴任については、職員の負担、公務能率の確保の観点から、一義的には

減少のための努力が必要であるという基本的な認識が重要です。

また、その具体の措置の一つとして、「新幹線通勤」や「高速道路通勤」等が認め

られています。

しかしながら、公務の要請とともに、子供の教育問題、住居問題等の現今の社会的

状況により、やむを得ず単身赴任している職員が相当数存在し、赴任に伴って、家庭

生活から離脱することを余儀なくされ、経済面・心身面において様々な負担を負って

いるのも事実です。

そこで、人事異動等を原因として単身赴任することとなった職員について、二重生

活を送ることによる経済的負担を軽減し、家族間のコミュニケーション不足を緩和す

ること等を目的として支給されるものです。

２ 支給要件

(1) 単身赴任職員

次に掲げる要件をすべて満たす職員であることが必要です。

① 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴って転居し、

② やむを得ない事情により

③ 同居していた配偶者と別居し、

④ 単身で生活することを常況とし、

⑤ 通勤困難（距離制限を満たすなど）であること。

① 異 動

転 居
時間的経過

③
配偶者 配偶者と別居 別 居 同居
と同居

② ⑤ 通勤困難 通勤困難 通勤可能 通勤困難

やむを得
ない事情 ④ 単身生活常況 親と同居 単 身

要件の充足 支給可 支給可

(2) 権衡職員

単身赴任職員との権衡上必要があると認められる人事委員会規則で定める職員

（権衡職員）に対しても支給されます。
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＜単身赴任手当の支給対象者＞

単 身 赴 任 職 員 権 衡 職 員

次の要件をすべて満たす職員 単 身 赴 任 職 員 と の 均 衡

① 公署を異にする異動等に伴い、 ① 再任用職員、再任用短時間勤務

② 住居を移転（転居）し、 職員

③ 同居していた配偶者と別居し、 ② 割愛採用者

その状態が引き続き、 ③ 外国機関、公益法人等派遣復帰

④ その別居に当たっては、配偶者 者

が同居できないやむを得ない事情 ④ 職務遂行上居住地指定者

があり、 ⑤ 18歳年度末までの子との別居者

⑤ 当該異動等の直前の住居から ⑥ 一時帯同赴任後の別居者

通勤することが困難である職員の ⑦ 義務教育就学中の子との同居者

うち、 ⑧ ①～⑦までの重複者

⑨ 同一公署内異動による単身者

⑥ 単身で生活することを常況とし ⑩ 職務内容の変更による単身者

⑦ 現在も配偶者の住居から通勤 ⑪ その他、特に必要があると認め

することが困難 られる職員
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３ 支給額

３０，０００円 ＋ 加算額

※ 加算額は、職員の住居と配偶者の住居との間の距離（交通距離）が、１００㎞

以上である職員に対して、次の区分により支給されます。

交 通 距 離 加 算 額

１００㎞以上 １５０㎞未満 ８，０００円

１５０㎞以上 ２００㎞未満 １０，０００円

２００㎞以上 ２５０㎞未満 １２，０００円

２５０㎞以上 ３００㎞未満 １４，０００円

３００㎞以上 ５００㎞未満 １６，０００円

５００㎞以上 ７００㎞未満 ２４，０００円

７００㎞以上 ９００㎞未満 ３２，０００円

９００㎞以上 １，１００㎞未満 ４０，０００円

１，１００㎞以上 １，３００㎞未満 ４６，０００円

１，３００㎞以上 １，５００㎞未満 ５２，０００円

１，５００㎞以上 ２，０００㎞未満 ５８，０００円

２，０００㎞以上 ２，５００㎞未満 ６４，０００円

２，５００㎞以上 ７０，０００円

４ 支給制限

(1) 職員が次の事由に該当する場合

〇 休職にされた場合（公務上の災害又は通勤災害を除く。）

〇 停職にされた場合

〇 専従休職の許可を受けた場合

〇 育児休業をしている場合

〇 大学院修学休業をしている場合

〇 派遣条例に基づいて外国の地方公共団体等に派遣された場合

〇 自己啓発等休業をしている場合

〇 配偶者同行休業をしている場合

(2) 職員の配偶者が単身赴任手当を受ける場合
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◎ 用語の意義

１ 転 居

(1) 転居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転（異動等）に伴うものであ

ることが必要です。

異動を契機とせず、個人的な事情に基づいて職員が配偶者と別居した場

合には、手当の支給対象となる余地はありません。

(2) 採用（割愛採用を除く。）、出張、研修に伴うものは含まれません。

※ 実習助手等から教諭等に試験を受け直した場合も採用になりますので含まれません。

(3) 転居は、必ずしも異動等と同時である必要はなく、異動等後に、一時異動等の前

の住居から通勤していて、その後に転居した場合も、異動等に伴う転居として認め

られます。

＜事例＞

異動後、ある程度無理をして通勤していたが、疲労が蓄積し、現に勤務する公

署の近くに転居することになった場合

２ 別 居

(1) 別居とは、配偶者と生活の本拠を異にしていると認められる場合をいい、少なく

とも月の過半を配偶者と別れて生活していることをいいます。

(2) 異動等の前に既に配偶者と別居していた場合は、異動等に伴う別居とは認められ

ないので、単身赴任手当の支給対象とはなりません。

※ ただし、権衡職員として認められる場合があります。 ＜Ｐ－２０～２１参照＞

（注）単身赴任手当の支給を受けている職員が、更に異動等により引き続き単身赴任

した場合で、５の通勤困難（距離）要件を満たすときは、単身赴任手当の支給対

象となります。

３ やむを得ない事情

(1) 配偶者が、疾病等により介護を必要とする父母（職員又は配偶者の父母）又は同

居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が、学校教育法第１条に規定する学校その他の教育施設に在学している同

居の子を養育すること。

(3) 配偶者が、引き続き就業すること。

(4) 配偶者が、自宅（職員又は配偶者が所有する住宅）を管理するため、引き続き当

該住宅に居住すること。

(5) 配偶者自身が疾病等により、職員と同居できないこと。

(6) その他配偶者が職員と同居できないと認められる(1)から(5)に類する事情。

（事前協議が必要）。
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＜事例＞

・ 配偶者が、他に介護すべき者のいない父母以外の別居の親族を介護すること。

・ 配偶者が、職員と別居していた父母が所有する住宅を管理するため、引き続き

当該住宅を管理すること。

・ 配偶者自身が、引き続き就学すること。

(6)に該当する場合には、事前に協議が必要です。

（県立学校等：職員課長、市町村立学校：教育事務所長）

上記事例以外にも該当する場合がありますので、疑義がありましたら問

い合わせください。

【注意事項】

〇 就業している配偶者が、職員の異動と同時期に転勤命令を受けたことにより、

職員と同時に転居し、別居した場合などは、「やむを得ない事情」があると認め

られます。 ＜Ｐ－１１参照＞

〇 次の場合には、「やむを得ない事情」には該当しません。

・ 配偶者が生活の変化を望まない場合

・ 生活の本拠を維持したいという理由のみの場合

・ 震災による避難の場合

４ 単 身

(1) 職員の赴任先で、生活を共にする者がいないことが必要です。

よって、父母又は子と同居している場合は、支給対象となりません。

※ ただし、義務教育終了前の子については、権衡職員として認められる場合があります。

＜Ｐ－２０参照＞

(2) 赴任先において同居人がいる場合であっても、各々独立した生活を営んでいると

認められる次のような場合には、単身として取り扱うことになります。

〇 兄弟姉妹と同居している場合（同一生計の場合を除く。）

〇 公舎に同僚と入居している場合

〇 賄い付きの借間に下宿し、家主と同居している場合

〇 赴任先において叔父の家に間借りしている場合

(3) 別居の時点で、職員が赴任先の住居で単身生活を１か月以上継続することが見込

まれることが必要です。

５ 通勤困難

(1) 通勤距離が６０㎞以上であること。

(2) 通勤距離が６０㎞未満の場合で、次のいずれかに該当すること。（ただし、自動

車等による通勤距離が３７㎞以内のときを除く。）

① 交通機関の季節運休等の理由により、通勤が不可能である場合

② 勤務開始時刻２時間前までに住居をでなければならない場合

③ その他通勤が困難であると認められる場合（事前協議が必要）
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＜事例＞

・ 勤務開始時刻の１時間３０分前までに住居をでなければならず、かつ通勤に使

用できる交通機関の運行回数が１回しかない場合。

（注１）通勤距離は、旅費の取扱いにならい最も経済的かつ合理的と認められる通

常の経路について、徒歩（自転車）及び交通機関により通勤したものとした

場合の経路を交通方法に応じて算定することとしています。

（注２）通勤時間の算定において、徒歩の区間は５㎞を６０分に換算した時間、自

転車の区間は１０㎞を６０分に換算した時間を目安にします。

＜Ｐ－３６～３７参照＞

（注３）交通機関とは普通電車・路線バスをいい、特急、新幹線、高速バス等及び

自動車は通勤距離・時間の算定に使用しません。また、路線バスは徒歩の距離

が５㎞を超える場合に利用するものとします。

(2)③に該当する場合には、事前に協議が必要です。

（県立学校等：職員課長、市町村立学校：教育事務所長）

上記事例以外にも該当する場合がありますので、疑義がありましたら問い合

わせください。

【注意事項】

〇 別居・転居の直接の原因となった異動等の時点で、「通勤困難」の要件を満た

す職員が、次に該当する場合でも、現に配偶者が居住する住居から現に職員が勤

務する公署まで通勤することが困難であることが必要です。

・ 職員に更に異動等があった場合

・ 配偶者が転居した場合
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６ 特別な事情（権衡職員関係）

(1) 配偶者が、疾病等の父母（職員又は配偶者の父母）を介護するため、住居の移転

を伴う直前の居住地に転居すること。（同一市町村内を含む。以下同じ。）

(2) 配偶者が、学校等に在学、入学又は転学する子を養育するため、直前の居住地に

転居すること。

この場合には、同居して養育する場合に限ること。

(3) 配偶者が、住居の移転を伴う直近の異動等の直前に居住していた自宅等に転居し、

当該自宅を管理すること。

(4) 配偶者自身が疾病等により、直前の居住地に転居すること。

（病院等に入院することにより別居する場合を除く。）

(5) 季節的な交通事情により、配偶者の住居から異動等後（割愛採用を含む。）の勤

務公署まで通勤困難となるため、職員が現に勤務している公署の近くに転居するこ

と。

【注意事項】

〇 「やむを得ない事情」と「特別な事情」の相違点

単 身 赴 任 職 員 権 衡 職 員

「やむを得ない事情」 「 特 別 な 事 情 」

既存の生活秩序を前提とし、 職員とともにいったん転居した

配偶者が赴任前の住居を離れがた 配偶者が、その後に別居すること

いことから、職員と帯同して転居 となる事情であることから、「や

できないという事情です。 むを得ない事情」以上に、配偶者

が積極的に転居しなければならな

いことが相当と判断される具体的

な事情が必要です。
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Ⅱ 単身赴任手当の決定事務の流れ

１ 決定事務の流れ

事実の発生 支給要件の具備・喪失

「単身赴任届・添付書類」を決定権者に提出

届 出

添付書類等により事実確認

受理・確認 収受印（決定権者）

支給額

決 定 支給開始・改定・終了年月日

給与基本(修正)

通知書６－２

作 成

電 算 入 力

支 給 給料の支給定日

決定権者

事 後 確 認 給与マスター・領収書により、入力内容を確認

単身の実態確認
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２ 同一庁舎内異動者の決定事務の流れ

旧決定権者

単身赴任届（単身赴任手当決定台帳）・添付書類の送付

新決定権者

支給要件の確認

事 実 確 認 （単身赴任届（単身赴任手当決定台帳）等）

支給要件に 支給要件に

変更なし 変更あり

給与基本(修正) ※所属異動で手当支給が 再認定手続

通知書６－２ クリアされているため （前記１）

作 成

電 算 入 力

支 給 給料の支給定日

事 後 確 認 給与マスター・領収書により、入力内容を確認
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Ⅲ 単身赴任手当の支給対象職員

１ 単身赴任職員

(1) 基本的な事例

（運用基準第１の１）

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

⑤通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員

②やむを得ない事情 ③別居

配偶者 ④単身

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 異動等の直前の住居から新公署まで「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表１・３：記入必須

【注意事項】

〇 異動と転居の時期が同時期でない場合の取扱い

基本的には、異動等の際に住居を移転し、配偶者と別居の状態となることを

想定しているが、必ずしも厳密な時間的同時性を必要とするものではない。

なお、異動等から１か月を超える期間をおいて別居した場合には、単身赴任

することになった理由が、家庭内の事情など、異動とは関係のない要因による

ものでないことを確認すること。

→ 職員の申立書を提出させること。

＜例＞ 異動後直ちに転居せず遠距離通勤していたが、それに伴う疲労の蓄

積により通いきれなくなったため、別居することになった場合

〇 配偶者が転居した場合の取扱い

職員と生活の本拠を異にし、別居している配偶者が更に転居した場合にも、

配偶者の転居後の住居から職員が現に勤務する公署までが通勤困難であれば、

支給要件を満たすことになる。
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(2) 同時転居の事例

（運用基準第１の１）

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

⑤通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員 ③別居

④単身

ｃ住居 ⑥通勤

②やむを得ない事情 困難

配偶者 配偶者

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 異動等の直前の住居から新公署まで「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

⑥ 配偶者の住居から新公署まで「通勤困難」であること。

（ｃ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表１・２・３：記入必須

【注意事項】

〇 「やむを得ない事情」の判断

基本的には、配偶者が異動等の前に職員と同居していた住居を想定しているが、

それのみならず、職員と同時に別に転居するという場合においても、就業してい

る配偶者が職員の異動と同時期に転勤命令をうけたことにより、職員の異動と同

時期に転居した場合も、「やむを得ない事情」があると認められること。

なお、配偶者ができる限り職員と同居しようとする意思を欠き、職員が転居

する機会に進んで転居し、別居したことが明らかなときは、「やむを得ない事

情」があるとは認められないこと。
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(3) 季節的事情による単身者

（運用基準第１の１）

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

⑤季節的に

通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員 ③別居

②やむを得ない事情 ④単身

配偶者

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 季節的な事情（積雪・凍結等）により、「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表１・３：記入必須

【注意事項】

〇 異動と転居の時期が同時期でない場合の取扱い

前述（１の(1)の【注意事項】）のとおり、異動と転居の時期については、必

ずしも厳密な時間的同時性を必要とするものではないこと。

異動後、配偶者の住居から勤務公署まで通勤していた職員が、季節的な事情に

より、通勤することが困難となり、冬季間のみ配偶者と別居し、単身となる場合

には、当該期間に限り、単身赴任手当の支給対象となること。

〇 一時帯同赴任者の取扱い

一時帯同赴任後、季節的な事情により別居した場合には、権衡職員に該当する

こと。

＜Ｐ－１８参照＞
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２ 権衡職員

(1) 割愛採用者

（運用基準第１の３の(1)）

①割愛採用

国・他自治体 Ｂ公署

⑤通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員

②やむを得ない事情 ③別居

配 偶 者 ④単身

＜支給要件＞

① 「割愛採用に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 割愛採用直前の住居から新公署まで「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表１・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とした理由

一般に新規学卒者や民間からの新規採用職員は、勤務地も考慮して採用に応じ

たと考えられることから、採用により単身赴任となった場合は、単身赴任手当の

支給対象とならないが、割愛採用者については、形式的には新採用者であるが、

個人的事情によらず、実質的に配置転換等異動と同様であることから、単身赴任

職員との均衡上支給対象とされたものである。

〇 権衡職員としての性格

単身赴任職員の「異動等による転居」の特例
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(2) 職務遂行上居住地指定者 （運用基準第１の３の(2)）

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

（通勤可能）

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員

②やむを得ない事情 ③別居

配偶者 ④単身

⑤居住地指定

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 職務遂行上、居住地が指定若しくは制限されていること。

※ 単身赴任届の付表３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とした理由

緊急事態への対応や職務遂行上の必要性から、勤務する公署の近くの公舎等に

居住しなければならない職員については、公署が比較的近い場合でも異動前に配

偶者と同居していた住居や現に配偶者が居住する住居から通勤することができな

いため、「通勤困難」の要件を具備しない場合でも、それ以外の要件を具備して

いれば、単身赴任職員との均衡上支給対象とされたものである。

〇 居住地指定者の基準

一定の地域に居住すべき職務上の必要性が認められ、対象役職が特定できるよ

うな者（あらかじめ指定された公舎に居住することが義務づけられた者等）で人

事委員会が定める職員をいう。

具体的には教育委員会が、学校所在地に居住するよう要請、指導を行った校長、

教頭等が該当する。

〇 権衡職員としての性格

単身赴任職員の「通勤困難」の特例

給 与 条 例 適 用 者 → 職員課長へ協議

市町村給与条例適用者 → 教育事務所長経由で職員課長へ協議
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(3) 配偶者のない職員で１８歳年度末までの子との別居者（２－１）

（運用基準第１の３の(3)）

☆ 配偶者のない職員の場合

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

⑤通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員

②やむを得ない事情 ③別居

18歳年度 （学校等に在学等） ④単身

末までの子

（配偶者なし）

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「子が学校等に在学している」等の「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた１８歳年度末までの子と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 異動等の直前の住居から新公署まで「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表１・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とした理由

単身赴任手当は、原則として、同居していた配偶者と別居した職員を対象とし

ているが、配偶者のない職員については、子との関係が、配偶者との関係にかわ

る最も基本的な家族関係であり、このような家族関係が継続できず二重生活を送

る経済面・心身面での負担は、単身赴任職員に相当すると考えられることから、

単身赴任職員との均衡上支給対象とされたものである。

〇 １８歳年度末までの子の意義

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子

〇 交通距離の算定

１８歳年度末までの子が複数いる場合の加算額に関する交通距離の算定は、

職員の住居との間の交通距離が最も長い子との間で行うこと。

〇 権衡職員としての要件喪失の時期

１８歳年度末までの子が、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過

した日である４月１日に、権衡職員としての要件を欠くことになる。

〇 権衡職員としての性格

単身赴任職員の「配偶者との別居」の特例
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(4) 配偶者のない職員で１８歳年度末までの子との別居者（２－２）

（運用基準第１の３の(9)）

☆ 単身赴任手当を受給していた職員が、配偶者を欠くこととなった場合

Ａ公署 Ｂ公署

ａ住居 ②やむを得ない事情 ｂ住居

（学校等に在学等）

職 員 職 員

③別居

配偶者 ①配偶者を欠く ④単身

ことになった

18歳年度

末までの子

⑤通勤困難

＜支給要件＞

① 単身赴任手当を受給していた職員が、配偶者を欠くことになった

こと。

② 「子が学校等に在学している」等の「やむを得ない事情」により、

③ 別居していた１８歳年度末までの子と引き続き「別居」すること。

③ その別居が、「子が学校等に在学している」等の事情によること。

④ 職員が引き続き「単身」であること。

⑤ １８歳年度末までの子の住居から職員が現に勤務する公署まで、

「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表２・３：記入必須

【注意事項】

前ページを参照
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(5) 一時帯同赴任者

（運用基準第１の３の(4)）

①異動
Ａ公署 Ｂ公署

同一市町村
ａ住居 ｂ住居

④配偶者の
職 員 職 員 再転居後

に単身
配偶者 配偶者

②特別な事情
ｃ住居 ③配偶者の再転居により別居
配偶者

⑤通勤困難
＜支給要件＞
① 当初の転居が、「異動等に伴う転居」であること。
② 当初の転居後、「特別な事情」により、
③ 配偶者が、異動直前の居住地（同一市町村内）に転居したことに
より、同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。
⑤ 配偶者の住居から職員が現に勤務する公署まで「通勤困難」である
こと。 （ｃ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表２・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とした理由

異動後に赴任先で配偶者と同居できた場合にはその後に配偶者と別居したとし

ても、異動との関連は当然には認められないが、次のようなケースを単身赴任手

当の支給対象外とすると、結果として、当初から単身赴任を助長することになり

かねないことから、単身赴任手当の支給対象としたこと。

・ ある程度無理をして配偶者を帯同して赴任した者が、後に事情の変化があ

り、単身赴任せざるを得なくなった場合

・ 赴任時から１年後に、子の進学のため別居せざるを得なくなった場合

〇 特別な事情の内容

当初の「やむを得ない事情」とは異なり、配偶者が積極的に転居しなければな

らないような、異動との因果関係があり、社会的妥当性のある具体的な事情をい

う。 ＜Ｐ－７参照＞

〇 配偶者のない職員の場合

配偶者を「１８歳年度末までの子」と読み替えて適用すること。
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(6) 一時帯同赴任者（季節的別居者）

（運用基準第１の３の(4)）

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

⑤季節的に

通勤困難

ａ住居 ｂ住居 ②季節的 ｃ住居

事情

職 員 職 員 職 員

③別居

配偶者 配偶者 ④単身

＜支給要件＞

① 当初の転居が、「異動等に伴う転居」であること。

② 当初の転居後、積雪・凍結等の「季節的事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 配偶者の住居から職員が職員が現に勤務する公署まで、季節的に

「通勤困難」であること。

（ｂ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表２・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員としての要件を満たす期間

異動等に伴い転居し、通常は配偶者と同居して勤務公署に通勤している者が、冬

季間は積雪等により、配偶者が居住している住居から通勤することができなくなる

ため、その間はやむを得ず勤務公署の近くの借家等に単身で居住することとなる場

合も、一時帯同赴任後の別居で権衡職員に該当する。

この場合、積雪等により、季節的に別居している期間に限り、手当の支給対象と

なること。
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(7) 一時帯同赴任者（帯同後同時別居）

（運用基準第１の３の(10)のエ）

☆ 配偶者と同居していた住居から異動後の住居まで、「通勤困難」とは

認められない場合

① 異 動

Ａ公署 Ｂ公署 Ｃ公署

同一市町村 ⑦通勤可能

ａ住居 ｂ住居 ｃ住居

職 員 職 員 職 員

④単身

配偶者 配偶者

②特別な事情

ｄ住居 ③配偶者の再転居により別居

配偶者

⑤通勤困難

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 当初の転居後、「特別な事情」により、

③ 配偶者が、異動直前の居住地（同一市町村内）に転居したことに

より、同居していた配偶者と「別居」したこと。

※ 職員の異動に係る赴任期間内に限ること。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 配偶者の住居から職員が現に勤務する公署まで「通勤困難」である

こと。

（ｄ住居 Ｃ公署）

※ 単身赴任届の付表１・３：記入必須

【注意事項】

配偶者と別居することとなった異動等の直前の住居から、在勤する公署まで通

勤困難とは認められなかった場合に、「特別な事情」等により、配偶者が再転居

しなければならなくなり、結果として単身赴任になった場合に該当すること。

給 与 条 例 適 用 者 → 職員課長へ協議

市町村給与条例適用者 → 教育事務所長へ協議
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(8) 義務教育修了前の子との同居者

（運用基準第１の３の(5)）

①異動

Ａ公署 Ｂ公署

⑤通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員

②やむを得ない事情

義 務 教 育 義務教育

修了前の子 修了前の子

③別居

配偶者 ④子と同居

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、義務教育修了前の子のみと同居していること。

⑤ 異動等の直前の住居から新公署まで「通勤困難」であること。

（ａ住居 Ｂ公署）

※ 単身赴任届の付表１・３：記入必須

【注意事項】
〇 権衡職員とした理由

異動後に赴任先で父母、子と同居している場合等、赴任先で親族と生活を共に
している場合は、単身の要件を満たさないため手当は支給されないが、赴任先で
中学生以下の子のみと同居している場合には、支給対象とされている。
これは、中学生以下の子は、就労の禁止や義務教育に服する等、親との一方的

な監護依存関係にたつものであって、心身の負担は単身で生活している場合と同
様であると考えられるからであること。

〇 義務教育修了前の子の意義

１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子
〇 権衡職員としての要件喪失の時期

義務教育終了前の子が、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した
日である４月１日に、権衡職員としての要件を欠くことになる。

〇 権衡職員としての性格

単身赴任職員の「単身」の特例
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(9) 異動前から別居していた者（２－１） （運用基準第１の３の(10)のア）

☆ 前の異動の際に配偶者と別居し単身となったが、「やむを得ない事情・

特別な事情」に該当せず、手当支給対象外であった職員に、再度異動があ

り、引き続き配偶者と別居することになった場合

① 異 動

Ａ公署 Ｂ公署 Ｃ公署

⑤通勤困難

ａ住居 通勤困難

ｂ住居 ｄ住居

職 員 職 員 職 員

②やむを得ない事情

（やむを得ない事情なし） ③別居（継続）

ｃ住居 ④単身

配偶者 配偶者

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 配偶者と引き続き別居していること。

④ 職員が「単身」であること。

⑤ 配偶者の住居から職員が現に勤務する公署まで「通勤困難」である

こと。（ｃ住居 Ｃ公署） ※ 単身赴任届の付表２・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とした理由

手当の支給対象となるには、「異動に伴い同居していた配偶者と別居」するこ

とが必要であるが、前の異動時に配偶者と別居したが支給要件（やむを得ない事

情）を満たしていなかった職員が、再異動によって異動に伴う別居以外の支給要

件を満たした場合には、当該異動以後について手当の支給対象とすることとした。

〇 採用時又は婚姻時から「単身」及び「通勤困難」の要件を満たして別居し

ていた職員についても、再異動以降に支給要件を満たすことになる場合には、

同様の取扱いをすることになる。 （運用基準第１の３の(10)のウ）

給 与 条 例 適 用 者 → 職員課長へ協議

市町村給与条例適用者 → 教育事務所長へ協議
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(10) 異動前から別居していた者（２－２）

（運用基準第１の３の(10)のイ）

☆ 前の異動の際に、既に配偶者と別居していたが、配偶者の住居から通勤困

難とは認められず、手当支給対象外であった職員に、再度異動があり、引き

続き配偶者と別居することになった場合

① 異 動

Ａ公署 Ｂ公署 Ｃ公署

⑤通勤困難

ａ住居 （通勤可能）

ｂ住居 ｄ住居

職 員 職 員 職 員

②やむを得ない事情

③別居（継続）

ｃ住居 ④単身

配偶者 配偶者

＜支給要件＞

① 「異動等に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」により、

③ 配偶者と引き続き別居していること。

④ 職員が「単身」であること。

⑤ 配偶者の住居から職員が現に勤務する公署まで「通勤困難」である

こと。

（ｃ住居 Ｃ公署）

※ 単身赴任届の付表２・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とした理由

手当の支給対象となるには、「異動に伴い同居していた配偶者と別居」するこ

とが必要であるが、前の異動時に配偶者と別居したが支給要件（通勤困難）を満

たしていなかった職員が、再異動によって異動に伴う別居以外の支給要件を満た

した場合には、当該異動以後について手当の支給対象とすることとした。

給 与 条 例 適 用 者 → 職員課長へ協議

市町村給与条例適用者 → 教育事務所長へ協議
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(11) 職務内容の変更等による単身者

（運用基準第１の３の(7)・(8)）

①同一公署内異動又は職務内容の変更

Ａ公署 Ｂ 係 Ａ公署 Ｃ 係

⑤実態として通勤困難

ａ住居 ｂ住居

職 員 職 員

②やむを得ない事情ｏｒ ③別居

配偶者 特別な事情 ④単身

＜支給要件＞

① 「職務内容の変更又は同一公署内の異動に伴い転居」したこと。

② 「やむを得ない事情」又は「特別な事情」により、

③ 同居していた配偶者と「別居」したこと。

④ 別居後、職員が「単身」であること。

⑤ 配偶者の住居から新公署まで「実態として通勤困難」であること。

（ａ住居 Ａ公署）

※ 付表１・３：記入必須

【注意事項】

〇 権衡職員とする趣旨

同一公署内異動又は職務内容の変更に伴い、職務遂行上、帰宅時刻が深夜にお

よぶなど、通勤実態に変更をきたし、通勤することが困難であると認められる場

合で、「やむを得ない事情」等により配偶者と別居した場合については、他の権

衡職員との均衡から、単身赴任手当を支給することができることとした。

〇 権衡職員としての性格

単身赴任職員の「通勤困難」の特例

〇 教育委員会においては、現時点ではこの事例については、想定できないがこの

ような事例が生じた場合には、職員課に事前に連絡すること。
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Ⅳ 単身赴任の届出

区 分 新規・異動・変更 終 了 中 断

１ 新たに支給要件を満た 支給要件を欠くに至った 支給要件の中断が生じた

した場合 場合 場合

○ 所属異動により支 ○ 支給要件の一時的

２ 次の事由に該当する者 給要件を欠いた職員 な中断

届出
が、継続して支給要件を満 は、届け出る必要は ○ 支給要件が中断後

たしている場合 ない。 も継続することが確

（例） 認できること。

(1) 異動者（同一庁舎内異動 ・配偶者との同居 （例）

は除く）。 ・住居を移転したことによ ・一時的な配偶者との同居

(2) 職員の住居、同居者、配 り、距離制限を満たさな

偶者等の住居等に変更が くなった。

あった場合 ・子が年齢制限を超えた。

届出期間 事実発生日から１５日以内 速やかに 速やかに

庶務システムの対象職員 → 職員業務課長

届出先 決定権者

その他の職員 → 所属長

提出書類 単身赴任届 単身赴任届 単身赴任手当受給停止届

(1) 職員の住民票謄本 事実を明らかにする書類 事実を明らかにする書類

(2) 配偶者等の住民票謄本

添付 (3) やむを得ない事情を証明 （住民票謄本など） （申立書など）

書類 する書類

（医師の診断書、在学証明書、

就業証明書、登記簿謄本、

住居届の写し等）

１ 他任命権者からの異動者については、支給

要件に変更がない場合には、新たな届出は必

要ない。また、異動者（同一庁舎内異動は除

く。）で職員及び配偶者等の住居に変更がない

場合は、異動前の届出書の写しを当該届出に

その他 当たっての証明書類とすることができる。

２ 事実関係が明らかな場合には、事情の証明

書を省略できる。

・小中学校に在学する子・・・・・在学証明書

・配偶者が給与条例等適用職員・・就業証明書
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（教育委員会用） ①

第１号様式 単 身 赴 任 届 収 受 印

◎ （単身赴任手当決定台帳） ②
年 月 日提出

太
わ 勤 務 主な届出の理由③ 〔終了の場合〕
く 任 命 権 者 公署名 □新 規 □転 居
の □異 動 □配偶者と同居
各 所在地 □転 居 □距離制限非該当
欄 福島県教育委員会 様 （□本 人 □配偶者） □権衡職員非該当
は □その他 （ )
届 職 名 氏 名 （ ） □その他（ )
出 上記事実の発生年月日④
者 職員の給与の支給に関する規則第27条の７の規定に基づき、次のとおり 年 月 日
が 配偶者等との別居の状況等を届け出ます。
記
入 １ 異動直前の居住状況等 異動の発令年月日 年 月 日
す
る 本人の住居 ⑤
こ
と 同 居 者 □ 配偶者 □ 子（昭・平・令 ・ ・ 生） □ 子（昭・平・令 ・ ・ 生）。

⑥ □ 子（昭・平・令 ・ ・ 生） □ 子（昭・平・令 ・ ・ 生）（

裏
面 ２ 現在の居住状況等 ⑦ 配偶者と別居した年月日 年 月 日
も
記 配 偶 者 と ⑧
入 別居した事情
す
る 本人の住居 ⑨ 入居年月日 年 月 日
こ
と 本人の住居に □ 子（昭・平・令 ・⑩ ・ 生） □ 子（昭・平・令 ・ ・ 生））

おける同居者 □ その他（続柄 ） □ その他（続柄 ） □ その他（続柄 ） □ その他（続柄 )

配偶者の住居 異動直前の本人の住居と
□ 同じ □ 異なる（所在地 ⑪ 入居年月日 年 月 日）

異動直前の住居から勤務公署までの 配偶者の住居から勤務公署までの 配偶者の住居から本人の住居までの
通 勤 経 路 及 び 方 法 通 勤 経 路 及 び 方 法 交 通 経 路 及 び 方 法

付 表 の １ に 記 入 ⑫ 付 表 の ２ に 記 入⑬ 付 表 の ３ に 記 入⑭

※ 決 定 事 項 （ 電 算 入 力 事 項 ）
「自」年月 「至」年月

所属コード 職 員 番 号
通 勤 距 離 交 通 距 離 年

年 月
年

年 月号 号

○23 ○24 ○25

届 出 事 実 届 出 受 理 支 給
・⑮ ・ 届出年月日 ・⑯ ・ ・⑰・ 開 始 ・⑱ ・

発生年月日 年 月 日 改 定 年月日

異動直前の住居から勤務公署までの通勤距離 ⑲ ． ㎞ 職員の給与に関する条例第10条の２第２項の規定による交通距離

配偶者の住居から勤務公署までの通勤距離 ⑳ ． ㎞ 区 分 コード

配偶者の住居から本人の住居までの交通距離 ○21 ． ㎞ １００㎞未満 □０１
１００km以上 １５０km未満 □１０

単身赴任手当の月額 ○22 円 １５０km以上 ２００km未満 □１５
（うち 加算額） （ 円） ２００㎞以上 ２５０㎞未満 □２０

添付書類 ２５０㎞以上 ３００㎞未満 □２５
職員の住民票謄本の写し ３００㎞以上 ５００㎞未満 □３０○

配偶者（又は１８歳年度末までの子）の住民票謄本の写し （５００㎞以上略）○

別居の事情を証明する書類○

（医師の診断書、在学証明書、就業証明書、登記事項証明書等） 単身赴任手当支給終了 □００
※「給与マスター基本（修正）通知書６－２」により電算入力（ 年 月 例月入力）

勤 務 公 署 の 異動年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

異 動 状 況 勤務公署名

上 記 の と お り 決 定 し て よ ろ し い か 伺 い ま す 。 給与改定等による手当額改正
決

決 定 権 者 課 員 起 案 者 改定年月日 単身赴任手当の月額 決定権者確認印
裁

・ ・ 円
欄

・ ・ 円
起 案 ・ ・ 決 裁 ・ ・
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記入上の注意
１ 「届出の理由」欄には、該当する理由の□にν印を付する。
２ 「届出の理由」欄中「異動」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に公署を異にする異動をした場合の当該異動をいい、
「転居」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に住居を移転した場合又は配偶者が転居した場合の当該住居の移転をいう。

３ 配偶者のない者にあっては、「配偶者」とあるのを「異動直前に同居していた１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子」
と読み替えて記入する。

４ 届出の理由の「新規」以外に該当する場合は、「１ 異動直前の居住状況等」は、記入を要しない。
５ 「１ 異動直前の居住状況等」及び「２ 現在の居住状況等」において「異動」とは、別居の原因となった公署を異にする異動又は同一公署
内における異動若しくは職務内容の変更等をいう。

６ 異動に伴い配偶者と別居した場合で、配偶者の住居が異動直前の本人の住居と同じときには、「配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及
び方法」欄は、記入を要しない。

７ 異動に伴い配偶者とともに住居を移転し、その後に配偶者と別居した場合は、「異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法」欄は、
記入を要しない。

８ 付表の「通勤方法の別」欄及び「交通方法の別」欄には、通勤等の順路に従い、徒歩及び交通機関により通勤したものとした場合の徒歩、
バス、ＪＲ〇〇線等の別を記入する。

９ 別居後に配偶者を欠くこととなった場合は、異動直前に配偶者がないものとして記入する。
10 在勤する公署が移転した者にあっては、「異動」とあるのを「移転」と読み替えて記入する。
11 国又は他の地方公共団体の職員から人事交流等により引き続いて新たに職員となった者にあっては、「異動」とあるのを「採用」と読み替え
て記入する。

付表１ 異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法⑫

順 通勤方法 区 間 通勤方法 区 間 距 離
路 の 別 決 の 別

定
１ 住 居から（ 経由） まで 権 住 居から（ 経由） まで ． km

者
２ から（ 経由） まで 記 から（ 経由） まで ． km

入
３ から（ 経由） まで 欄 から（ 経由） まで ． km

４ から（ 経由） まで 計 （職員の給与の支給に関する規則第２７条の３の規定による通勤距離） ． km

経路略図（経路朱線）

付表２ 配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法⑬

順 通勤方法 区 間 ※ 通勤方法 区 間 距 離
路 の 別 決 の 別

定
１ 住 居から（ 経由） まで 権 住 居から（ 経由） まで ． km

者
２ から（ 経由） まで 記 から（ 経由） まで ． km

入
３ から（ 経由） まで 欄 から（ 経由） まで ． km

４ から（ 経由） まで 計 （職員の給与の支給に関する規則第２７条の３の規定による通勤距離） ． km

経路略図（経路朱線）

付表３ 配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法⑭

順 交通方法 区 間 ※ 交通方法 区 間 距 離
路 の 別 決 の 別

定
１ 住 居から（ 経由） まで 権 住 居から（ 経由） まで ． km

者
２ から（ 経由） まで 記 から（ 経由） まで ． km

入
３ から（ 経由） まで 欄 から（ 経由） まで ． km

４ から（ 経由） まで 計 （職員の給与に関する条例第１０条の２第２項の規定による交通距離） ． km

経路略図（経路朱線）
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Ⅴ 単身赴任届の受理・確認

確 認 事 項 確 認 の ポ イ ン ト

① 収 受 印 単身赴任届及び添付書類を受け取った日とすること。

※ 添付書類の提出が単身赴任届の提出された後になされたと

きは、当該添付書類にも収受印を押印すること。

② 提出月日 単身赴任の事実が発生した日以降であるか確認すること。

③ 届出の理由 届出の理由が、適正であるか確認すること。

＜新 規＞

新たに支給要件を具備することとなった職員

＜異 動＞

単身赴任手当を受給している職員が、異動後も支給要件

を具備している場合

※ 同一庁舎内異動者は、届出の必要はないこと。

(他任命権者からの異動を含む。）

＜転 居＞

単身赴任手当を受給している職員又は職員の配偶者等の

住居に変更があった場合

＜その他＞ 上記以外の場合 （Ｐ－１７参照）

［終了の場合］

＜権衡職員非該当＞

(1) １８歳年度末までの子との別居者

子が、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日を迎

えた場合 （Ｐ－１５参照）

(2) 義務教育修了前の子との同居者

子が、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を迎

えた場合 （Ｐ－２０参照）

④ 上記事実の 支給要件のすべてを満たした日が記入されているか、確認

発生年月日 すること。

⑤ 本人の住居 職員の住民票謄本により確認すること。

（異動直前）

⑥ 同 居 者 配偶者等の住民票謄本により、異動直前の同居者の状況を

（異動直前） 確認すること。
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確 認 事 項 確 認 の ポ イ ン ト

⑦ 配偶者と別 職員の住民票謄本により確認すること。

居した年月日

⑧ 配 偶 者 と 単身赴任職員に関する「やむを得ない事情（Ｐー４参照）」、

別居した事情 権衡職員に関する「特別の事情（Ｐー７参照）」に該当するか

確認すること。なお、通勤困難は「やむを得ない事情」「特別

の事情」ではないため、当該欄には記入しないこと（記入され

ている場合は訂正を求めること）。

⑨ 本人の住居 職員の住民票謄本により確認すること。

（異動後）

⑩ 本人の住居 職員の住民票謄本により、同居者がいないか確認すること。

における同居 なお、住民票に出てこない同居者（世帯分離、大学生で住民

者 票を動かしていない等）がいる場合があるため注意のこと。

（異動後） → 原則として、同居者がいれば手当支給対象とならない。

→ ただし、義務教育就学中の子と同居している場合には、

権衡職員として手当支給となる場合がある。

⑪ 配偶者の住 配偶者等の住民票謄本により、異動時における配偶者の転居

居 の有無及び居住地を確認すること。

⑫ 付表の１ 「異動直前の住居から異動後の職員の勤務公署までの距離」

⑲ 通勤距離 「配偶者等の住居から異動後の職員の勤務公署までの距離」

⑬ 付表の２ を算定し「通勤困難」の要件を満たしているか確認すること。

⑳ 通勤距離 → 通勤距離の算定方法は、Ｐ－５を参照。

※ 自家用車については、通勤方法には該当しないこと。

→ 通勤距離が６０㎞未満の場合には、「通勤困難要件の確

認調書」（第１号様式の２）を提出させるとともに、「単

身赴任手当の「通勤困難」に関する申立書」（第１号様式

の３）及び「交通機関の時刻表」等の事実を明らかにする

書類等により通勤困難要件を確認すること。

⑭ 付表の３ 「配偶者等の住居から異動後の職員の住居までの距離」を

○21 交通距離 確認し、決定すること。

○22 単身赴任 決定した単身赴任手当の月額を記入すること。

手当の月額
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確 認 事 項 確 認 の ポ イ ン ト

⑮ 届 出 事 実 支給要件のすべてを満たした日を記入すること。

発生年月日 ※ 届出の事由が異動の場合で、赴任期間内に支給要件を

満たした場合には、異動の発令年月日となること。

〇「転居」 ： 「職員の住民票謄本」により、職員が転居した

事実を確認する。

〇「別居」 ： 「職員の住民票謄本」及び「配偶者等の住民票

謄本」により、別居した事実を確認する。

〇「単身」 ： 「職員の住民票謄本」により、同居者がいない

か確認する。

※ 義務教育就学中の子と同居している権衡職

員については、その他の同居者を確認する。

〇「通勤 ： ・ 「職員の住民票謄本」により、異動直前の

困難」 住居から異動後の公署に通勤困難であるか

どうか確認する。

・ 「配偶者等の住民票謄本」により、配偶者

等の住居等から異動後の公署に通勤困難であ

るかどうか確認する。

※ 職員にさらに異動があった場合、配偶者が

転居した場合には、現に配偶者の居住する

住居から現に職員が勤務する公署まで通勤

困難であることが必要であること。

〇「事情」 ： 単身赴任職員に関する「やむを得ない事情」、

権衡職員に関する「特別の事情」について、添付

書類によりいずれか一つを確認する。

＜Ｐ－４・７参照＞

★ 父母等の介護 → 医師の診断書

★ 学校等に在学している子の養育 → 在学証明書

（義務教育就学中の者については、その旨を届出に記載

することで添付を省略できる。）

★ 配偶者の就業 → 就業証明書

（配偶者が、給与条例等適用職員である場合には、その

旨を届出に記載することで添付を省略できる。）

★ 自宅の管理 → 登記事項証明書
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確 認 事 項 確 認 の ポ イ ン ト

⑯ 届出年月日 収受印の押印日を記入すること。

⑰ 届 出 受 理 単身赴任届及び添付書類のすべてを受理した日を記入する

年月日 こと。

⑱ 支給開始・ 単身赴任手当の支給開始・改定年月日を記入すること。

改定年月日 ＜Ｐ－３１参照＞

○23 通勤距離 「配偶者等の住居から異動後の職員の勤務公署までの距離」

を記入すること。（⑲又は⑳欄の距離）

→ １㎞未満については、切り捨てること。

○24 交通距離 「配偶者等の住居から異動後の職員の住居までの距離」を記

入すること。（○21欄と同じ。）

→ １㎞未満については、切り捨てること。

○25 「自」年月 手当を遡及して支給するときにのみ記入すること。

・「至」年月

＜添付書類＞ 次の書類が添付されているか確認する。

(1) 職員の住民票謄本の写し

(2) 配偶者等の住民票謄本の写し

※ 住民票抄本が添付されている場合には、必ず謄本を提

出させること。

→ その世帯全員の居住状況を把握するため

(3) やむを得ない事情・権衡職員に関する特別の事情が確認

できる証明書等

（医師の診断書、在学証明書、就業証明書、登記事項証明

書等の写し）

(4) 通勤距離が６０㎞未満の場合は、次に掲げる書類

〇 「通勤困難要件の確認調書」

（第１号様式の２）

〇 「単身赴任手当の「通勤困難」に関する申立書」

（第１号様式の３）

〇 「交通機関の時刻表」等の事実を明らかにする書類等
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Ⅵ 単身赴任手当の決定

区 分 新規・異動・変更（増額） 終了・中断 変更（減額）

支給額 30,000円＋加算額（※） 手当非支給 30,000円＋加

※ 交通距離の区分により加算される額 算額

１ 新規・変更（増額改定）の場合 １ 終了の場合

〇 届出日：事実発生日から１５日以内 (1) 公署を異にした異動に

〇 届出受理日：事実発生日から３０日以内 より支給要件を欠く場合

→ 事実発生日の属する月の翌月の初日 → 異動発令日の属する月

（事実発生日が月の初日のときは、その日） の末日

（異動発令日が月の初日

支給開始・ 〇 届出日：事実発生日から１５日以内 のときは、その日の属す

支給終了・ 〇 届出受理日：事実発生日から３０日経過後 る月の前月の末日)

支給停止年 → 届出受理日の属する月の翌月の初日

月日 （届出受理日が月の初日のときは、その日）

(2) (1)以外で支給要件を

〇 届出日：事実発生日から１５日経過後 欠く場合

→ 届出受理日の属する月の翌月の初日 → 事実発生日の属する月

（届出受理日が月の初日のときは、その日） の末日

（事実発生日が月の初日

２ 割愛採用・異動者（同一庁舎内を除く。）、他の のときは、その日の属す

任命権者からの異動者の場合 る月の前月の末日)

(1) 赴任期間内に受給要件を具備した場合

〇 届出日：割愛・異動の日から１５日以内 ２ 中断の場合

〇 届出受理日：割愛・異動の日から３０日以内 (1) 停止の開始日

→ 割愛・異動発令日の属する月の翌月の初日 → 受給要件の中断した日

（その発令日が月の初日のときは、その日） の属する月の翌月の初日

（その日が月の初日のと

〇 届出日：割愛・異動の日から１５日以内 きは、その日）

〇 届出受理日：割愛・異動の日から３０日経過

後 (2) 停止の終了日

→ 届出受理日の属する月の翌月の初日 → 受給要件の中断が終了

（届出受理日が月の初日のときは、その日） する日の属する月の末日

（その日が月の初日のと

〇 届出日：割愛・異動の日から１５日経過後 きは、その日の属する月

→ 届出受理日の属する月の翌月の初日 の前月の末日）

（届出受理日が月の初日のときは、その日）

３ 変更（減額改定）の場合

(2) 赴任期間経過後に受給要件を具備した場合 → 事実発生日の属する月

→ 前記１と同様の取扱い の翌月の初日

（事実発生日が月の初日

のときは、その日）
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Ⅶ 単身赴任手当の電算入力

１ 作成書類等

区 分 新規・異動・変更 終 了 中 断

作成書類 給与マスター基本（修正）通知書６－２ 支給一時停止通知書

（カード№０６４） （カード№４５０）

提出期限 ・ 庶務システムの対象職員：庶務システムに係る入力期限まで

・ 市町村立学校職員：教育事務所が指定する日まで

・ その他の職員：給与入出力システムに係る入力期限まで

提出先 ・ 庶務システムの対象職員：庶務システムにより入力→職員業務課長決裁

・ 市町村立学校職員 所属長→教育事務所→職員課→人事課（給与担当）

・ その他の職員 給与入出力システムに入力→所属長決裁

２ 作成方法

(1) 給与マスター基本（修正）通知書６－２

① 通勤距離（76～79 ｶﾗﾑ）

決定された通勤距離（単身赴任手当決定台帳の「通勤距離」欄）を、右詰めで

記入すること。

※１ １㎞未満は、切り捨てること。

※２ 通勤距離が４桁未満の場合には、必ず「０」で埋め、空白としないこと。

② 交通距離（80～83 ｶﾗﾑ）

決定された交通距離（単身赴任手当決定台帳の「交通距離」欄）を、右詰めで

記入すること。

※１ １㎞未満は、切り捨てること。

※２ 通勤距離が４桁未満の場合には、必ず「０」で埋め、空白としないこと。

③ 「自」年月・「至」年月（84～93 ｶﾗﾑ）

遡及してデータを修正したいときのみ記入すること。



- 33 -

＜記入例＞

例１ 令和４年４月１日付けの異動に伴い単身赴任により支給開始（５月例月処

理で入力）

（通勤距離：１２０㎞、交通距離：１３５㎞）

通勤距離 交通距離 「自」年月 「至」年月

０１２０ ０１３５ ５０４０４

例２ 令和４年５月１日から配偶者と同居により支給終了（６月例月処理で入力）

通勤距離 交通距離 「自」年月 「至」年月

００００ ００００ ５０４０５

(2) 支給一時停止通知書（カード№４５０）

① 「支給停止項目」欄（28 ｶﾗﾑ）

単身赴任の一時的な中断により、単身赴任手当の支給を停止する場合、又はそ

の停止を解除する場合に入力すること。

区 分 コード

支給を停止する場合 １

支給停止を解除する場合 ０

② 「自」年月・「至」年月（16～25 ｶﾗﾑ）

遡及してデータを修正したいときのみ記入すること。
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Ⅷ その他

１ 併給調整

職員及び職員である配偶者が、単身赴任手当の支給要件を満たす場合で、配偶者が

単身赴任手当を受ける場合には、単身赴任手当は支給されないこと。

なお、配偶者が民間企業に勤務している場合で、同じ趣旨の手当を受ける場合は、

調整はされないこと。

２ 住民票上の転入日と実際に転入日が異なる場合の取扱い

職員から申立書を提出させるとともに、住居手当、通勤手当の認定台帳若しくは実

際の転入日が証明できる書類（引越しの際の運送会社の領収書等）により確認するこ

と。

３ 支給要件を欠く日の意義

事 由 支給要件を欠く日

配偶者と同居した場合 配偶者が職員の住居に入居
した日（住民票上の日付）

配偶者が死亡又は離婚した場合 死亡又は離婚の日

異動により、配偶者の住居から「通勤困難」 異動の日
に該当しなくなった場合

配偶者が転居して、配偶者の住居から「通勤 配偶者が転居した日
困難」に該当しなくなった場合

単身で生活することを常況としなくなった 同居者が職員の住居に入居
場合 した日

権衡職員として認定されていた職員の子が、 ４月１日
１５歳又は１８歳に達する日以後の最初の３月
３１日を迎えた場合

４ 単身赴任届の保存期間

支給終了となった職員の単身赴任届・添付書類については、５年間保存すること。

５ 単身赴任等職員の住居手当の終了

単身赴任手当を受ける職員が、配偶者が居住している借家等に係る住居手当を受け

ている場合に、異動等により単身赴任手当の支給が終了した場合には、配偶者の住居

に関する住居手当も終了となること。
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６ 協議が必要な場合

協 議 が 必 要 な 事 由 根 拠 様 式

１ 単身赴任職員 運用基準・第１ 協議書
「やむを得ない事情」に関する協議 ２－(2)－ウ－(ｶ) その１

２ 単身赴任職員 運用基準・第１ 協議書
「通勤困難」に関する協議 ２-(4)-イ-(ｲ)のC その２

権衡職員 運用基準・第１ 協議書
３ 「１８歳年度末までの子と同居できない ３－(3)－ア－(ｲ) その３

事情」に関する協議

４ 権衡職員 運用基準・第１ 協議書
「特別な事情」に関する協議 ３－(4)－ア－(ｶ) その４

権衡職員 運用基準・第１ 協議書
５ 同一公署内の異動・職務内容の変更に ３－(7) その５

伴う単身者
※ 「やむを得ない事情」に関する協議

権衡職員 運用基準・第１ 協議書
６ 同一公署内の異動・職務内容の変更に ３－(8) その５

伴う単身者
※ 「特別な事情」に関する協議

権衡職員 運用基準・第１ 協議書
７ 「特に必要があると認められる職員」に ３－(10) その６

関する協議

権衡職員 運用基準・第１ 協議書
８ 「距離制限を満たさない職員が職務遂行 ３－(2) その７

上住居を移転せざるを得ないこと」に係る
協議

※ 通勤困難の確認方法

通勤距離が６０㎞未満の場合には、職員から次の書類の提出を求め、単身赴任手当
支給に関する一つの要件である「通勤困難」の要件を確認すること。
【提出書類】

〇 「通勤困難要件の確認調書」（第１号様式の２）
〇 「単身赴任手当の「通勤困難」に関する申立書」（第１号様式の３）
〇 「交通機関の時刻表」等の事実を明らかにする書類等

※ 運用基準第１－２－(4)－ｲ－(ｲ)のａ及びｂの事例は、協議事項でないため、
各決定権者において、十分確認する必要がある。
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単身赴任手当の「通勤困難」に関する申立書 ＜記入例１＞

決 定 権 者 様

職名 〇 〇 氏名 〇〇 〇〇 印

単身赴任手当に係るこのことについて、通勤距離が６０㎞未満で下記の事由に該当

することを時刻表を添付して申し立てます。（運用基準第１の２の(4)のイの（イ））

記

１ 該当事由

□ 勤務開始時刻２時間前までに住居をでなければならないこと。

□ その他通勤が不可能なこと。

（理由： ）

２ 通勤困難の実態

(1) 異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法

順路 通勤方法の別 区 間 及 び 時 間 距 離

住 居 → [ ＪＲ泉 駅･停留所]
１ 徒 歩 ２・２㎞

５時５０分発 ６時１５分着
電車・バス [ 泉 駅･停留所] → [ 湯本 駅･停留所]

２ ６・５㎞
［常 磐 線］ ６時１５分発 ６時３１分着
電車・バス [ 湯本 駅･停留所] → [ 上遠野 駅･停留所]

３ １２・４㎞
［ 線］ ６時３５分発 ７時００分着
電車・バス [上遠野 駅･停留所] → [ 大原東 駅･停留所]

４ １９・０㎞
［ 線］ ７時１５分発 ７時５１分着

[大原東 駅･停留所] → 勤 務 公 署
５ 徒 歩 ０・２㎞

７時５１分発 ７時５５分着

勤務開始時刻 ８ 時 ００分 計 ４０・３㎞

(2) 配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法（(1)と同じ場合は記入不要）

順路 通勤方法の別 区 間 及 び 時 間 距 離

住 居 → [ 駅･停留所]
１ 徒 歩 ・ ㎞

時 分発 時 分着

電車・バス [ 駅･停留所] → [ 駅･停留所]
２ ・ ㎞

［ 線］ 時 分発 時 分着

電車・バス [ 駅･停留所] → [ 駅･停留所]
３ ・ ㎞

［ 線］ 時 分発 時 分着

電車・バス [ 駅･停留所] → [ 駅･停留所]
４ ・ ㎞

［ 線］ 時 分発 時 分着

[ 駅･停留所] → 勤 務 公 署
５ 徒 歩 ・ ㎞

時 分発 時 分着

勤務開始時刻 時 分 計 ・ ㎞
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単身赴任手当の「通勤困難」に関する申立書＜記入例２＞

決 定 権 者 様

職名 〇 〇 氏名 〇〇 〇〇 印

単身赴任手当に係るこのことについて、通勤距離が６０㎞未満で下記の事由に該当

することを時刻表を添付して申し立てます。（運用基準第１の２の(4)のイの（イ））

記

１ 該当事由

□ 勤務開始時刻２時間前までに住居をでなければならないこと。

□ その他通勤が不可能なこと。

（理由：始発の交通機関を利用しても、公署到着が勤務開始後になる。）

２ 通勤困難の実態

(1) 異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法

順路 通勤方法の別 区 間 及 び 時 間 距 離

住 居 → [ 経堂 駅･停留所]
１ 徒 歩 ０・２㎞

７時４７分発 ７時５２分着
電車・バス [ 経堂 駅･停留所] → [ 郡山駅前駅･停留所]

２ ４・５㎞
［ 線］ ７時５２分発（始発） ８時１３分着
電車・バス [ 郡山 駅･停留所] → [ 鏡石 駅･停留所]

３ １７・９㎞
［東北本線］ ９時０５分発 ９時２１分着
電車・バス [鏡石駅前 駅･停留所] → [ 牧の内 駅･停留所]

４ １５・３㎞
［ 線］ ９時４１分発 １０時１６分着

[ 牧の内 駅･停留所] → 勤 務 公 署
５ 徒 歩 ０・２㎞

１０時１６分発 １０時２１分着

勤務開始時刻 ８時１０分 計 ３８・１㎞

(2) 配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法（(1)と同じ場合は記入不要）

順路 通勤方法の別 区 間 及 び 時 間 距 離

住 居 → [ 駅･停留所]
１ 徒 歩 ・ ㎞

時 分発 時 分着

電車・バス [ 駅･停留所] → [ 駅･停留所]
２ ・ ㎞

［ 線］ 時 分発 時 分着

電車・バス [ 駅･停留所] → [ 駅･停留所]
３ ・ ㎞

［ 線］ 時 分発 時 分着

電車・バス [ 駅･停留所] → [ 駅･停留所]
４ ・ ㎞

［ 線］ 時 分発 時 分着

[ 駅･停留所] → 勤 務 公 署
５ 徒 歩 ・ ㎞

時 分発 時 分着

勤務開始時刻 時 分 計 ・ ㎞


